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　〈急施議案〉

　企画財政委員会における審査経過の概要について、
御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案２件であ
ります。
　以下、これらの議案に関して行われた主な論議に
ついて申し上げます。
　まず、第50号議案について「国の経済対策と連動
して、県債を予算計上しているが、交付税措置はど
のようになっているのか」との質疑に対し、「国の
経済対策に伴う地方債は、充当率及び交付税措置率
の引き上げなど、国の措置が手厚くなっている。例
えば、防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債は地
方債充当率が100％、交付税措置率が50％であり、
残りの50％も交付税の単位費用で措置されるため、
事実上、自治体の負担が生じない措置となってい
る」との答弁がありました。
　次に、第53号議案について、「予備費が５億円の
増額となっているが、積算根拠はどうなっているの
か」との質疑に対し、「令和４年度当初予算で予備
費を10億円計上し、現在の残高は約３億円まで減少
している。昨年12月から２月までの約２か月間で高
病原性鳥インフルエンザが５回発生し、その防疫措
置の所要額が約10億円となっており、今年度は残り
１か月あるため、その半分として５億円を計上し
た」との答弁がありました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました議案２件について採決いたしましたとこ
ろ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべ
きものと決した次第であります。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

企 画 財 政
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　企画財政委員会における審査経過の概要について、
御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案８件であ
ります。
　以下、これらの議案に関して行われた主な論議に
ついて申し上げます。
　まず、第22号議案について、「と畜検査手数料の
値上げについて、事業者に対し十分な周知を行った
のか」との質疑に対し、「保健医療部が本年１月及
び２月に県内の各関係団体や県が所管している三つ
のと畜場に説明をしている。本条例案について議決
を頂ければ、各生産者に対しても丁寧に説明してい
く」との答弁がありました。
　次に、第23号議案について、「令和５年度の職員
定数改正の特徴はどのようなものか」との質疑に対
し、「児童虐待防止対策の強化として、熊谷児童相
談所一時保護所の開設に伴う体制強化等のために47
人を増員した。また、ポストコロナ社会の構築とし
て、社会経済対策や社会全体のＤＸ推進等のために
31人を増員している」との答弁がありました。
　次に、第54号議案について、「財源調整のための
基金の取崩しを一部中止し、更に財政調整基金に積
み増しを行っているが、今年度末の残高見込み額は
いくらか。また、財政調整基金の余力はどの程度あ
るのか」との質疑に対し、「令和４年度末の財源調
整のための３基金の残高見込みは、約1,409億円で
ある。これには、県税収入が地方財政計画の見込み
より増加したことに伴う地方交付税の精算措置分等
を含んでいるため、実質的な残高は約698億円であ
る。地方交付税は、今後３年間で減額されるため、
その分を財政調整基金に積むよう国からも指導され
ており、地方交付税が減額されても財源不足となら
ないように措置している」との答弁がありました。
　このほか、第43号議案についても活発な論議がな

され、第51号議案及び第55号議案ないし第57号議案
については、執行部からの詳細な説明をもって、了
承した次第であります。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました議案８件について採決いたしましたとこ
ろ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべ
きものと決した次第であります。
　なお､ 当面する行政課題として､「次期行財政改
革プログラム（案）について」の報告があり､ 種々
活発な論議がなされましたことを申し添えまして､
本委員会の報告を終わります。

　総務県民生活委員会における審査経過の概要につ
いて、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案８件及び
請願１件であります。
　以下、これらの議案等に関して行われた主な論議
について申し上げます。　
　まず、総務部関係では、第38号議案について、
「導排水路工事の履行期限が約３か月延長されてい
るが、供用開始に影響はないのか。また、請負金額
の変更に単品スライド条項を適用した理由は何か」
との質疑に対し、「当該工事が完成した後も、吐出
施設工事など複数の工事が続く。これらを工程どお
り進めることで、当初から予定している令和６年度
の出水期に供用開始できる見込みである。また、ど
のスライド条項を選択するかは、受注者が決めるこ
ととなっており、今回は、受注者が鋼材が大きく値
上がりしたことを重視し、単品スライド条項が有利
であると判断したと考えている」との答弁がありま
した。
　次に、県民生活部関係では、第49号議案について、
「スポーツ科学によるアスリートの競技力向上とあ
るが、どのような取組か。また、国では、民間企業
と連携して選手を支援しており、民間に協力を仰ぐ

総務県民生活

 委員長報告

委員長　松　澤　　　正
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ことが重要と考えるが、どうか」との質疑に対し、
「年齢やレベルに応じた育成体制を敷いており、県
内のスポーツ系大学に委託して、筋力測定等、アス
リートの運動能力を可視化し、個々に応じた助言を
行っている。また、埼玉県スポーツ協会と連携し、
専門のドクターの派遣等も行っている。スポーツ科
学拠点施設の整備に当たっては、民間の力を生かし
て本県の競技力向上につなげていきたい」との答弁
がありました。
　このほか、第25号議案、第48号議案及び第54号議
案についても活発な論議がなされ、第24号議案、第
26号議案及び第64号議案については、執行部からの
詳細な説明をもって、了承した次第であります。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました議案８件について採決いたしましたとこ
ろ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべ
きものと決した次第であります。
　次に、請願について申し上げます。
　議請第１号につきましては、請願者６名を追加し
たい旨の申請が請願者からあり、これを了承し、審
査したところであります。
　審査におきましては、不採択とすべきとの立場か
ら、「消費税については、社会保障と税の一体改革
において、消費税をはじめとする税制抜本改革で安
定財源を確保し、社会保障の充実と安定化及び財政
健全化の同時達成を目指すため、税率が決定された
ものである」等の意見が出されました。
　次に、採択すべきとの立場から、「あらゆる分野
で起きている物価高騰には、消費税の５％への緊急
減税こそ最も効果的と考える」との意見が出され、
採決いたしましたところ、賛成少数をもって不採択
とすべきものと決した次第であります。　
　なお、当面する行政課題として、総務部から「令
和４年度県庁舎再整備検討委員会について」及び
「令和５年度地方税制改正案の概要について」、県
民生活部から「屋内50ｍ水泳場及びスポーツ科学拠
点施設の検討状況について」及び「犯罪の防止に配
慮した店舗の整備に関する指針の策定について」の
報告があり、種々活発な論議がなされましたことを
申し添えまして、本委員会の報告を終わります。

　〈急施議案〉

　環境農林委員会における審査経過の概要について、
御報告申し上げます。
　本委員会に急施を要するとして付託されました案
件は、第50号議案のうち農林部関係の１件でありま
す。
　以下、この議案に関して行われた主な論議につい
て申し上げます。
　まず、「水利施設管理強化事業では、維持管理費
に占める電力量等の割合が25％以上の施設管理者を
対象にするということだが、具体的にはどのような
土地改良区が対象となるのか」との質疑に対し、
「対象としては、農業用水のうち、特にパイプライ
ンや揚水機などを管理している比較的大きな土地改
良区と、余り人件費をかけずに作業等に対応してい
るような比較的小さな土地改良区を想定している。
現在、葛西用水路土地改良区、川島町土地改良区、
豊里東部土地改良区など、七つの土地改良区から、
本事業への申請意向があると伺っている」との答弁
がありました。
　また、「輸出対応型畜産物処理加工施設整備事業
では、民間事業者の輸出に向けた食肉処理施設及び
部分肉加工施設の整備に要する経費の一部を支援す
るということだが、どのような事業計画なのか。ま
た、本事業の効果は何か」との質疑に対し、「民間
事業者１社を対象として、国庫事業を活用し、輸出
に対応した牛の食肉処理施設などを３年かけて整備
し、主にアジアに向けた輸出を行っていく計画であ
る。本事業の効果のうち、施設側のメリットは、付
加価値の高い食肉の供給が可能となることから、集
荷力の向上が見込まれ、また、高値での取引が期待
でき、経営安定につながることである。さらに、県
内の肉用牛農家から、本施設への出荷頭数の増加を
図ることで、本県の肉用牛農家の経営安定につなげ

環 境 農 林

 委員長報告

副委員長　深　谷　顕　史
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ていくことができると考えている」との答弁があり
ました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本議案について
採決いたしましたところ、総員をもって、原案のと
おり可決すべきものと決した次第であります。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　環境農林委員会における審査経過の概要について、
御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案７件及び
請願２件であります。
　以下、これらの議案等に関して行われた主な論議
について申し上げます。
　まず、環境部関係では、第54号議案について、
「脱炭素分散型エネルギー社会構築事業について、
補助申請が見込みを下回った理由は何か。また、事
業の進捗への影響はないか」との質疑に対し、「埼
玉版スーパー・シティプロジェクト推進補助金の活
用を見込んでいた市町村事業について、国庫補助金
を活用できたことや、事業の実施時期等が変更に
なったことなどによるものであり、事業の進捗に大
きな影響は出ていない」との答弁がありました。
　次に、農林部関係では、第45号議案について、
「県営土地改良事業に要する経費負担のうち、ほ場
整備事業について、農業後継者を増やすためには、
ほ場を大型化することでコストダウンを図り、農家
の負担を軽減する必要がある。他県では、県の負担
率を上げ、農家の個人負担を軽減している。本県で
も、市町村を通して、農業に携わっている方の意見
を踏まえ検討する必要があると思うがどうか。また、
農家の個人負担を軽減する取組を行う考えはある
か」との質疑に対し、「国のガイドラインに基づき
県の負担を定めるのが一般的であり、ガイドライン
を超えた負担割合を採用することは難しい。一方で、

地元負担金が事業推進の障害となっていることは課
題と考えており、地元負担のない埼玉型ほ場整備事
業で取り組むなど、個人負担が軽減される制度等を
活用している。県としても、新しい事業制度の検討
も含め、市町村と協力しながら、地元負担を軽減で
きる方法を工夫していく」との答弁がありました。
　このほか、第30号議案ないし第32号議案について
も活発な論議がなされ、第46号議案及び第60号議案
については、執行部からの詳細な説明をもって、了
承した次第であります。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました議案７件について採決いたしましたとこ
ろ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべ
きものと決した次第であります。
　次に、請願について申し上げます。議請第２号に
つきましては、不採択とすべきとの立場から、「グ
リーントランスフォーメーション実行会議や各省に
おける審議会等での議論を踏まえ、本年２月、『Ｇ
Ｘ実現に向けた基本方針』が閣議決定された。同基
本方針は、安全性の確保を原子力活用の大前提とし、
エネルギー基本計画を踏まえて、原子力を活用して
いくため、原子力の安全性向上を目指し、新たな安
全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建
設に取り組むことや、既存施設の活用のため、現行
制度と同様に『運転期間は40年、延長を認める期間
は20年』との制限を設けた上で、原子力規制委員会
による厳格な安全審査が行われることを前提に、一
定の停止期間に限り、追加的な延長を認めることと
している。また、原子力規制委員会も、運転開始か
ら60年を超える原子力発電所の安全規制に関する新
制度案を了承している。原子力発電所の安全性につ
いては、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、
その判断を尊重するべきである」との意見が出され
ました。
　次に、採択すべきとの立場から、「政府は将来に
わたり、原子力発電所に依存し続ける姿勢を打ち出
したが、原子力発電所が一度事故を起こせば、住民
に甚大な被害を与えることは福島第一原発事故で明
らかである。大事故の教訓を忘れ、新たな安全神話
を作り出す原発回帰は許されるものではない」等の
意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少数
をもって不採択とすべきものと決した次第でありま

委員長　木　下　博　信
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す。
　次に、議請第３号につきましては、不採択とすべ
きとの立場から、「汚染水の取扱いについては、大
量貯留に伴うリスクや今後の廃炉工程に対するリス
クを踏まえ、経済産業省に設定された小委員会など
において検討が行われ、令和３年４月に、国際放射
線防護委員会の勧告に沿って定められている規制基
準を、厳格に順守することを前提に、国内で放出実
績がある点やモニタリング等を確実かつ安定的に実
施可能である点を評価し、海洋放出を選択すること
が決定された。その後、本年１月に、政府は、『具
体的な海洋放出の時期は、本年春から夏頃』と、今
後の見込みを発表したところである。政府は、安全
性確認のため、第三者機関であるＩＡＥＡによる処
理水安全性レビュー等を継続して実施しており、昨
年５月には、ＩＡＥＡ事務局長が『ＩＡＥＡは、処
理水が太平洋放出される際に、それが国際基準に完
全に適合した形で実施され、放出は環境にいかなる
害も与えることはないと確認できる』とコメントし
ている。ＡＬＰＳ処理水への対応方法については、
専門家の技術的な議論を踏まえて、その判断を尊重
するべきである」等の意見が出されました。
　次に、採択すべきとの立場から、「海洋放出は、
政府及び東京電力が、関係者の理解なしにはいかな
る処分も行わないとした福島県漁業協同組合連合会
との文書約束を反故にするものである。時間をかけ、
関係者との協議を行うとともに、ＡＬＰＳ処理水の
陸上保管を継続し、トリチウム除去の技術開発を進
めるべきである」の意見が出されました。
　さらに、趣旨採択すべきとの立場から、「海洋放
出については、地域関係住民の不安や風評被害を考
えると、慎重にならざるを得ない。一方で、処理水
の陸上保管を続けることにも、場所の問題やタンク
の老朽化等のリスクがあるなどの意見があることも
事実である」との意見が出され、採決いたしました
ところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決
した次第であります。
　なお、当面する行政課題として、環境部から「埼
玉県地球温暖化対策実行計画（第２期）改正案につ
いて」の報告があり、種々活発な論議がなされまし
たことを申し添えまして、本委員会の報告を終わり
ます。

　〈急施議案〉

　福祉保健医療委員会における審査経過の概要につ
いて、御報告申し上げます。
　本委員会に急施を要するとして付託されました案
件は、第50号議案のうち福祉部関係の１件でありま
す。
　以下、この議案に関して行われた主な論議につい
て申し上げます。
　まず、「保育人材の養成・確保に向けた支援につ
いて、貸付けを実施している埼玉県社会福祉協議会
には、現在どの程度の原資が残っているのか。また、
資金不足のため、貸付けができなくなったことはあ
るか」との質疑に対し、「令和４年度当初の資金残
高は約８億4,000万円あり、令和４年度に約６億
9,000万円の貸付見込みがあるため、現在の資金残
高は約１億5,000万円である。なお、資金不足に
なったことはない」との答弁がありました。
　また、「本事業の実施により、どの程度の保育士
確保を見込んでいるのか」との質疑に対し、「約560
人の保育士が確保できると見込んでいる」との答弁
がありました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本議案について
採決いたしましたところ、総員をもって、原案のと
おり可決すべきものと決した次第であります。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

福祉保健医療

 委員長報告

副委員長　高　橋　稔　裕
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　福祉保健医療委員会における審査経過の概要につ
いて、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案５件であ
ります。
　以下、これらの議案に関して行われた主な論議に
ついて申し上げます。
　まず、福祉部関係では、第27号議案について、
「児童福祉法施行条例の改正による送迎車両の安全
装置の設置義務化については、児童福祉施設等に対
して、安全を確保させるためにどのように取り組ん
でいくのか」との質疑に対し、「経過措置期間中に
ついては、国から示された点呼のチェックリストの
運用を徹底するよう厳しく指導していく。また、経
過措置期間後は、定期的に安全確保のための取組が
徹底されているか確認していく」との答弁がありま
した。
　次に、第54号議案について、「障害福祉サービス
従事者処遇改善事業における補助金の申請はどのよ
うな状況か。また、施設の規模が小さいほど、書類
作成等の負担が大きくなるため、申請しやすい工夫
や取組が必要と考えるがどうか」との質疑に対し、
「障害者施設は小規模事業所が多いため、申請は全
体の６割程度である。また、多くの事業所に活用し
ていただけるよう、県による相談支援を行い、問合
せには丁寧に対応している。引き続き、国に対して、
現場の声を伝えていく」との答弁がありました。
　次に、保健医療部関係では、第54号議案について、
「新型コロナウイルスワクチン接種事業では、医療
機関に対して支援制度の周知を適切に行っていたの
か」との質疑に対し、「制度の開始、延長、変更の
際には、登録されている約2,700の接種医療機関に
対して、県から郵送で通知を行っているほか、おお
むね２か月ごとの申請期間の開始時、終了時にも案
内を行った。また、県医師会や市町村にも依頼し、

所管する医療機関に対して、重ねて周知を行った」
との答弁がありました。
　また、「コロナ禍を経て、医師や看護師の不足が
問題になった。県内のどこに住んでいても均衡ある
医療を受けられることが重要であり、医師や看護師
の確保の方向性を適切に打ち出す必要があると思う
がどうか」との質疑に対し、「医師の確保について
は、後期研修の内容や研修医の生の声などをウェブ
上で発信する新規事業を令和５年度当初予算の中で
提案しており、今後も医師の意見を確認しながら進
めていく。また、看護師の確保についても、潜在看
護師へのリスキリングを通じた再就職への呼び掛け
を行っていく。今後も医師や看護師の確保に全力で
取り組んでいく」との答弁がありました。
　このほか、第58号議案及び第59号議案については、
執行部からの詳細な説明をもって、了承した次第で
あります。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました知事提出議案４件について採決いたしま
したところ、いずれも総員をもって、原案のとおり
可決すべきものと決した次第であります。
　次に、議第２号議案「埼玉県福祉のまちづくり条
例の一部を改正する条例」の審査について申し上げ
ます。
　まず、提案代表者から提案説明がなされ、その後
質疑を行いました。
　その中で、「施行日を令和５年11月１日としてい
るのはなぜか。また、遅滞なく制度を開始できるの
か」との質疑に対し、「制度導入に際し、利用基準
を含めた要綱の策定、対象とする駐車施設の確保、
市町村との調整、県民に対する周知期間が必要であ
ることに加え、１都３県共同で実施している適正利
用に向けたマナーアップキャンペーンを11月に実施
していることを参考として、施行日を設定した。ま
た、施行日までの間に、遅滞なく制度を開始できる
よう、執行部において、こうした取組に対する準備
を進めていくものと考えている」との答弁がありま
した。
　以上のような審査経過を踏まえ、議第２号議案に
ついて採決いたしましたところ、総員をもって、原
案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
　なお、当面する行政課題として、保健医療部から

委員長　細　田　善　則
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「順天堂大学附属病院整備の進捗状況について」及
び「『埼玉県水道ビジョン』の改定について」の報
告があり、種々活発な論議がなされましたことを申
し添えまして、本委員会の報告を終わります。

　産業労働企業委員会における審査経過の概要につ
いて、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案８件であ
ります。
　以下、これらの議案に関して行われた主な論議に
ついて申し上げます。　
　まず、産業労働部関係では、第54号議案について、
「商店街ＤＸ推進事業は大幅な減額の補正となって
いるが、予算編成段階でのリサーチが不足していた
のではないか。また、商店街の経営者は高齢化で
キャッシュレス決済への対応が難しいなどの課題も
あるが、今後どのように事業を継続していくのか」
との質疑に対し、「本事業は、国の新型コロナウイ
ルスに係る交付金を財源とした経済対策として編成
したもので、直ちに事業に着手する必要等があった
が、予算執行が当初の計画どおり進まなかったこと
は真摯に反省したい。今後はキャッシュレス決済の
導入が商店街の活性化につながった事例をＰＲして
いくことで商店街の意識を変革する努力を続けてい
く」との答弁がありました。
　次に、企業局関係では、第65号議案について、
「柿木浄水場耐震化事業について、事業計画の変更
により、耐震化される施設数が９施設から６施設に
減少している。また、耐震化の対象となる施設の処
理能力の合計も一日当たり160,000㎥から100,000㎥
に減少しているが、十分な配水量を確保できるの
か」との質疑に対し、「企業によって受水する時間
帯が異なることもあり、受水企業に配水している平
均の配水量は80,000㎥である。また、主要な受水企
業と災害時における事業継続についての意見交換も

行い、100,000㎥であれば事業継続に支障がないと
の意見も踏まえ、これを確実に確保できるよう、耐
震化した施設の給水規模の計画を立てたものである。
なお、通常時においては現在の契約水量を供給する
ために必要な施設能力である160,000㎥を当面の間
は維持していく」との答弁がありました。
　このほか、第28号議案、第40号議案及び第41号議
案についても活発な論議がなされ、第29号議案、第
66号議案及び第67号議案については、執行部からの
詳細な説明をもって、了承した次第であります。
　続いて、討論に入りましたところ、第28号議案、
第29号議案、第40号議案、第41号議案、第54号議案
及び第65号議案ないし第67号議案に賛成の立場から、
「議案の説明に際しては、より丁寧な資料の配布や
説明の仕方も工夫してほしい。また、当初予算は減
額されることなく執行されることが理想である。事
業計画の策定に当たっては、十分な調査等を行った
上で、事業の対象となる人たちが満足できるような
結果を導くことを期待する」との意見が出されまし
た。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました議案８件について採決いたしましたとこ
ろ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべ
きものと決した次第であります。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

　〈急施議案〉

　県土都市整備委員会における審査経過の概要につ
いて、御報告申し上げます。
　本委員会に急施を要するとして付託されました案
件は、議案２件であります。
　以下、これらの議案に関して行われた主な論議に
ついて申し上げます。
　まず、県土整備部関係では、第52号議案について、
「急傾斜地崩落対策事業における関係町の負担額は

産業労働企業

 委員長報告

委員長　岡　田　静　佳

県土都市整備

 委員長報告

副委員長　安　藤　友　貴
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幾らか。また、対策箇所の優先順位をどのように決
めているのか」との質疑に対し、「交付金事業全体
の補正額が１億5,000万円であるため、町の負担金
は750万円となる。対策箇所については、令和３年
３月に策定した埼玉県砂防関係施設整備計画で、避
難場所や要配慮者利用施設などを含む箇所を整備の
優先度の高い箇所としている」との答弁がありまし
た。
　次に、都市整備部関係では、第50号議案について、
「住宅居住支援推進事業費では、どのような工事が
対象となるのか。また、国の経済対策であるこども
エコすまい支援事業を活用することが条件とのこと
だが、国と県それぞれの補助額はどのようになるの
か。さらに、制度の利用を促すためにどのようにＰ
Ｒしていくのか」との質疑に対し、「本事業は、国
の補正予算事業に上乗せ補助することにより、住宅
の省エネリフォームを加速化させるものである。国
の補助事業は、断熱改修などの省エネリフォーム、
エネファームの設置、子育て対応改修など幅広い工
事を補助対象としている。県の補助事業については、
窓の断熱など、省エネに資する住宅リフォームに対
象を限定しており、補助額は、国の補助事業と同額
を設定し、最大で600,000円としている。また、Ｐ
Ｒについては県のホームページなど様々な媒体や機
会を通じて、広く発信していく。さらに、県民から
の問合せなどに一括で対応するためのワンストップ
窓口を設置する」との答弁がありました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました議案２件について採決いたしましたとこ
ろ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべ
きものと決した次第であります。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　県土都市整備委員会における審査経過の概要につ

いて、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案７件であ
ります。
　以下、これらの議案に関して行われた主な論議に
ついて申し上げます。
　まず、県土整備部関係では、第54号議案について、
「この補正予算での繰越明許費の設定額は、昨年度
と比較してどのように増減しているのか。また、そ
の理由は何か」との質疑に対し、「約34億円、割合
として13.3％減少している。適正な工期設定が必要
な事業について、これまでの補正予算で積極的に繰
越明許費を設定してきたことにより、本定例会での
設定額は減少した」との答弁がありました。
　次に、都市整備部関係では、第42号議案について、
「訴訟対象者に支払能力はあるのか。また、県から
の連絡に対して、応答はあったのか」との質疑に対
し、「対象者は正社員として勤務しており、支払能
力はあるものと理解している。また、令和４年には、
電話や文書、訪問などで50回以上に及ぶ接触を試み
てきたが、現時点でその全てにおいて反応がない」
との答弁がありました。
　次に、下水道局関係では、第68号議案について、
「建設改良費が当初予算額から約43億円減額となっ
ているが、その理由は何か。また、建設改良費の減
額により、老朽化や耐震化対策などの事業の進捗に
支障が生じないのか」との質疑に対し、「国庫補助
金の当初内示額が当初予算で見込んでいた額よりも
少なかったこと、現場の状況を踏まえ、工事内容を
見直した結果、減額が生じたことが主な理由である。
また、優先度の高い事業から発注し、生じた請負差
金を次の事業の発注に活用するなど、予算を効率的
に活用しており、重要な事業の進捗に影響がないよ
う工夫している」との答弁がありました。
　このほか、第33号議案、第47号議案、第61号議案
及び第62号議案については、執行部からの詳細な説
明をもって了承した次第であります。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました議案７件について採決いたしましたとこ
ろ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべ
きものと決した次第であります。
　なお、当面する行政課題として、都市整備部から
「埼玉県マンション管理適正化推進計画の策定につ

委員長　飯　塚　俊　彦
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いて」の報告があり､ 種々活発な論議がなされまし
たことを申し添えまして、本委員会の報告を終わり
ます。

　〈急施議案〉

　文教委員会における審査経過の概要について、御
報告申し上げます。
　本委員会に急施を要するとして付託されました案
件は、第50号議案のうち教育局関係の１件でありま
す。
　以下、この議案に関して行われた主な論議につい
て申し上げます。
　まず、「今年度、ＧＩＧＡスクール運営支援セン
ターが対応した件数はどれくらいか。また、どのよ
うな事例があったのか」との質疑に対し、「今年１
月末時点で、当センターとＩＣＴ支援員を合わせて、
延べ823件の相談に対応している。ハード面では、
端末の設定等の技術的な相談、ソフト面では、児童
生徒が入力した内容を瞬時に集約して大型映像装置
に映し出すなど、アプリケーションの使用方法の相
談があった」との答弁がありました。
　また、「現在、ＧＩＧＡスクール運営支援セン
ター員を１名、ＩＣＴ支援員を２名配置していると
のことだが、この人数で823件の相談に対応できて
いるのか」との質疑に対し、「当センター職員及び
ＩＣＴ支援員のほか、ＩＣＴ教育推進課職員が連携
して対応しており、来年度もこの体制で対応が可能
と考えている」との答弁がありました。
　また、「校舎や体育館の老朽化対策工事等につい
て、今回の補正予算で対応しない学校については、
今後どのように実施していくのか」との質疑に対し、
「他の工事との調整や設計の見直しが必要で工事を
実施できない学校については、調整が整い次第、計
画的に進めていく」との答弁がありました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本議案について

採決いたしましたところ、総員をもって、原案のと
おり可決すべきものと決した次第であります。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　文教委員会における審査経過の概要について、御
報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案４件及び
請願２件であります。
　以下、これらの議案等に関して行われた主な論議
について申し上げます。
　まず、第34号議案について、「県立特別支援学校
における医療的ケア児及びその家族に対する支援を
推進するため、県教育委員会事務局職員の定数を増
やすとのことだが、どのような事務が増加するの
か」との質疑に対し、「スクールバスを利用するこ
とができない医療的ケア児が福祉タクシーを利用す
る場合の支援について、適切に実施するとともに、
継続的な支援体制を整備していく。例えば、福祉タ
クシーや看護師等を委員とする連絡協議会を設置す
るなどの検討を進める予定であり、これらの事務が
増加すると考えている」との答弁がありました。
　次に、第63号議案について、「埼玉県高等学校等
奨学金事業特別会計が１億1,326万円の減額となっ
た原因は何か」との質疑に対し、「理由は、貸与者
に無利子で貸すために、県が利子相当分を金融機関
に支払う事務手数料について、見込んでいた金利の
上昇がなかったことや、県が負担している損失補償
が見込みより少なかったことにより減額が生じたた
めである」との答弁がありました。
　また、「奨学金の貸与枠5,700人に対して、今年３
月末までの貸与見込みが約2,800人と少ない。どの
ように考えているのか。また、将来、返済しなけれ
ばならないため、借りることに対してちゅうちょし
ている面もあると考えるが、どうか」との質疑に対
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し、「高校生の人数自体が減少していることや、貸
与者の６割を占める私立高校の学生について、保護
者負担軽減の制度が充実してきていることなどが原
因として考えられる。また、返済を猶予する制度が
あるため、返済を心配して借りることをちゅうちょ
する生徒は少ないと考えるが、5,700人という貸与
枠については、検討する必要がある」との答弁があ
りました。
　このほか、第35号議案及び第54号議案についても
活発な論議がなされました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました議案４件について採決いたしましたとこ
ろ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべ
きものと決した次第であります。
　次に、請願について申し上げます。
　まず、議請第４号につきましては、採択すべきと
の立場から、「コロナ禍の約３年間、学校等では、
給食中の会話を控える、いわゆる黙食の対応がなさ
れてきた。国が昨年11月29日に、『座席配置の工夫
や適切な換気の確保等の措置を講じた上で、給食の
時間において、児童生徒等の間で会話を行うことも
可能』と通知したところである。学校給食を通じた
食育は、児童生徒にとって、栄養の摂取だけではな
く、周囲と会話しながら食事をすることにより、社
会性や協調性が養われるなど、心身の健全な成長に
つながるものであると考える。そのため、県内の学
校等において、感染状況を踏まえつつ、学校給食を
通じた食育が推進されるよう、市町村教育委員会等
へより一層の周知を図るべきである」との意見が出
され、採決いたしましたところ、総員をもって採択
すべきものと決した次第であります。
　次に、議請第５号につきましては、採択すべきと
の立場から、「新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止のためには、効果的な換気の徹底が重要であ
ることから、学校等において、換気対策機器の整備
を引き続き進めていく必要がある。また、国は、本
年３月13日以降、マスクの着用は個人の主体的な選
択を尊重し、個人の判断に委ねることとしており、
学校や教職員は、児童生徒本人の意に反して、マス
クの着脱を無理強いすることがないようにしなけれ
ばならない。また、基礎疾患等の事情により着用を
希望したり、障害特性等により着用が困難であった

り、様々な児童生徒等がいることを踏まえ、心情等
に適切に配慮する必要がある。さらに、マスクの着
脱を原因とした人権侵害や差別、いじめが生じるこ
とのないよう、適切に対応することも重要である。
これらの点について、学校現場等において周知徹底
されるよう、県は、市町村教育委員会や学校、保護
者等に対してより一層の周知を図る必要がある」と
の意見が出され、採決いたしましたところ、総員を
もって採択すべきものと決した次第であります。
　なお、当面する行政課題として、「不登校児童生
徒の多様な教育機会の充実に向けた取組について」
の報告があり、種々活発な論議がなされましたこと
を申し添えまして、本委員会の報告を終わります。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　文教委員会における審査経過の概要について、御
報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、第70号議
案の１件であります。
　まず、教育長候補者である日吉亨氏から所信表明
を聴いた上で質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。　
　まず、所信表明について、「不登校といじめの件
数の増加について、どう考えるか。また、いじめの
件数は、一昨年までの６年間に全国では２倍、本県
では３倍に増加している現状があるが、今後どのよ
うに取り組むのか」との質疑に対し、「不登校件数
の増加については、学校が子供たちにとって安心で
自己肯定感の得られる場所となるよう、教員やス
クールカウンセラーも関わりながら、必要に応じて
外部機関などとも連携しながら支援を行っていく。
また、いじめは、卑劣な行為であり、絶対にあって
はならない。教員などの個人に委ねることなく、学
校組織や教育委員会が、支援しながら、いじめがな
くなるよう取り組んでいきたいと考える。認知件数
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の増加は、学校が見届けた結果増加した可能性もあ
ると考えるため、教職員に対して、いじめ関連法規
を理解させ、少しのいじめも見逃さないよう取り組
んでいく」との答弁がありました。
　また、「ヤングケアラーの問題が様々な地域で話
題になっている。ヤングケアラーの支援が全国で最
も進んでいる埼玉県の教育長として、どのように取
り組んでいくのか」との質疑に対し、「生徒たちが
抱えている状況は様々であることから、生徒のニー
ズにしっかり寄り添い、場合によっては、連携機関
とも相談しながら対応していく」との答弁がありま
した。
　また、「グローバル人材の育成について、日本の
歴史や伝統、文化を児童生徒に教えていくことも重
要だと考えるが、どうか」との質疑に対し、「国際
社会で生きる中で、我が国を愛する気持ち、他国を
尊重する気持ちは重要である。社会科の授業や、総
合的な探求の時間など、あらゆる教科の中で取り組
んでいく」との答弁がありました。
　このほか、議案について活発な論議がなされまし
た。
　以上のような審査経過を踏まえ、本議案について
採決いたしましたところ、総員をもって、同意すべ
きものと決した次第であります。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

　〈急施議案〉

　警察危機管理防災委員会における審査経過の概要
について、御報告申し上げます。
　本委員会に急施を要するとして付託されました案
件は、第50号議案のうち警察本部関係の１件であり
ます。
　以下、この議案に関して行われた主な論議につい
て申し上げます。
　まず、「ＬＥＤ式信号灯器に交換する際、工期を

どのように設定しているのか。また、劣化した信号
灯器について、どのように補修を行っているのか」
との質疑に対し、「工期は、更新予定の信号灯器の
数や調達部品の状況に応じて設定しており、４か月
程度となる予定である。補修については、まず、全
ての信号灯器に対して、年１回、電球の交換や、灯
器の取付状況の確認などの保守、定期補修を行って
いる。機器の障害や交通事故による破損が生じた場
合は、臨時補修を実施している」との答弁がありま
した。
　また、「今回更新を行う箇所はどのように選定し
たのか」との質疑に対し、「保守点検において、灯
器のさび等があったところなどから優先的に選定し
ている」との答弁がありました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本議案について
採決いたしましたところ、総員をもって、原案のと
おり可決すべきものと決した次第であります。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　警察危機管理防災委員会における審査経過の概要
について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案６件であ
ります。
　以下、これらの議案に関して行われた主な論議に
ついて申し上げます。
　まず、警察本部関係では、第36号議案及び第37号
議案について、「特定条件の下、運転者の乗車を前
提としない運行、すなわち特定自動運行について、
交通事故や法令違反の危険性はないのか。また、交
通事故などが生じた場合、責任の所在及び程度をど
のように判断するのか。同様に、遠隔操作型小型車
による交通事故の場合はどうか」との質疑に対し、

警察危機管理防災
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「特定自動運行において、システムの不具合等によ
り、交通事故などが発生する危険性がある。事故が
発生した場合、システムの欠陥が原因なのか、ある
いは適切な点検を怠ったことが原因なのかなどを個
別に精査し、措置を検討する。また、遠隔操作型小
型車の通行に起因する交通事故などについては、遠
隔操作を行う者が、その責任を負うこととされてい
る」との答弁がありました。
　次に、危機管理防災部関係では、第39号議案につ
いて、「老朽化した防災ヘリコプターに、どのよう
な不都合が生じているのか」との質疑に対し、「現
行の機体は、一般的に機体更新の目安とされる運航
開始から20年、総飛行時間5,000時間をいずれも上
回っている。更新をしない場合、重要部品の交換に
億単位の費用が見込まれることに加え、日常の修繕
費が高額となることが想定される」との答弁があり
ました。
　また、「取得する防災ヘリコプターと現行の機体
との相違点は何か。さらに、納入期限が令和６年９
月30日とのことだが、それまでは現行の機体を運航
するのか」との質疑に対し、「主な相違点は、エン
ジン出力が約２倍程度向上すること、横風への安定
性や機体強度が増し、安全性が高まることである。
加えて、消火タンクの容量が増え、消火効率が向上
する。また、現行の機体は、令和５年６月末をもっ
て運航を終了し、新機体の運航開始は令和７年４月
を予定している。この間は２機体制になるが、ヘリ
コプターの検査期間を調整することで、運航できる
機体がなくならないよう努める」との答弁がありま
した。
　このほか、第44号議案、第54号議案及び第69号議
案についても活発な論議がなされました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました議案６件について採決いたしましたとこ
ろ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべ
きと決した次第であります。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

　予算特別委員会における審査経過の概要について、
御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案21件であ
ります。
　初めに、部局別質疑を３月７日から９日までに３
日間行い、集中的に審査を行いました。
　以下、論議のありました主なものについて申し上
げます。
　まず、「収入証紙廃止後のキャッシュレス化につ
いて、最終目標が定まっていないと感じるが、どの
ように考えているのか」との質疑に対し、「県民や
事業者が自宅や事業所で手続が完結することを最終
目標としている。そのため、電子申請システムを活
用した電子収納を原則としている。今後も県民や事
業者にしっかりと周知し、県庁一丸となって進めて
いく」との答弁がありました。
　次に、「デジタル化を進め、効率的な社会をつ
くっていくためには、アナログ的な手法の廃止に向
けた具体的な工程を示すべきと思うが、どうか」と
の質疑に対し、「国のアナログ規制の点検・見直し
マニュアルでは、アナログ規制の見直しに向けた工
程表を作成することとなっている。今後、工程表を
作成する際には、各手続の見直し期限を明記してい
きたい」との答弁がありました。
　次に、「令和４年７月に埼玉県性の多様性を尊重
した社会づくり条例が成立したが、本条例に基づき、
令和５年度はどのような取組を行うのか。また、性
的マイノリティの方が安心して働けるように取り組
む企業を登録する制度があるとのことだが、登録状
況や取組内容についてはどうか」との質疑に対し、
「性的マイノリティの理解増進を図る企業へ講師を
派遣し、ケーススタディを用いた実践型研修を行う
など新たな取組を展開していく。また、登録企業に
ついては、令和５年３月末時点で金融業など26社の
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登録を見込んでいる。取組内容として８項目40指標
を設けており、一つでも該当すれば登録することが
できる。今後もしっかり広報を行い、登録企業を増
やしていく」との答弁がありました。
　次に、「令和４年９月定例会の環境農林委員会で、
次世代施設園芸埼玉拠点の取組と現状について行政
課題報告が行われ、『実証技術を導入する農業者数
等の目標設定を行った上で、導入促進施策を展開す
る必要がある』など、様々な指摘がなされたが、令
和５年度当初予算にどのように反映したのか」との
質疑に対し、「施設園芸パイオニア技術推進事業の
先進機器導入補助を大幅に拡充する。また、農業技
術研究センター費に次世代施設園芸埼玉拠点と県の
実証ラボに係る研究予算を計上するとともに、先進
園芸技術の導入を進めるために、先進園芸技術導入
推進体制構築調査事業を新設した」との答弁があり
ました。
　次に、「介護職員の確保・定着のためには、処遇
改善が重要である。近年の処遇改善加算の取組によ
り、どの程度賃金が改善したのか。また、処遇改善
は十分と考えているのか」との質疑に対し、「平成
24年度に介護職員処遇改善加算、令和元年度に介護
職員等特定処遇改善加算、令和４年10月に介護職員
等ベースアップ等支援加算が設けられ、令和３年度
時点の事業所における賃金改善月額は56,157円であ
る。しかし、現在も全職種と比較すると、そこまで
の水準に達しておらず、少なくとも、全職種と同程
度の水準となるよう、引き続き処遇改善に取り組ん
でいく」との答弁がありました。
　次に、「観光地域づくりを牽引するＤＭＯの機能
強化のため、事業本部長を外部登用するとのことだ
が、その能力が遺憾なく発揮されるよう、どのよう
に職場環境を整えていくのか」との質疑に対し、
「独立性を持ち、自由な発想で能力を発揮できるよ
う、事業本部長がＤＭＯの意思決定に関与でき、予
算の執行権を持てるようにするなど、既存の体制を
変換していく」との答弁がありました。
　次に、「県内の不登校児童生徒数は10,000人を超
えているが、そのうち約４割の児童生徒は担任教諭
以外の相談や指導等を受けていない。県立戸田翔陽
高校内に令和４年５月に開設した、不登校生徒の支
援教室『いっぽ』の目的や今後の取組を含め、不登

校対策をどのように考えているのか」との質疑に対
し、「同校には、小中学校時代に不登校の経験をし
た生徒が多く在籍しているため、『いっぽ』に通う
市内の中学生が、『自分も高校生になって頑張ろう』
と自信を持つことにつながると考えている。また、
同校の生徒が、自分たちも不登校でつらい思いをし
てきたことから、勉強を見てあげたい、一緒に活動
したいといった思いで協力してくれており、『いっ
ぽ』を設置した意義は大きい。子供たちが自ら考え、
将来を切り開いていく力をどのように身に付けさせ
るかということが、不登校対策において重要であり、
引き続き、しっかり取り組んでいく」との答弁があ
りました。
　次に、「県内の消防団について、団員不足による
活動の低下が見られる。消防団の現状をどのように
認識しているのか。また、その認識を踏まえた来年
度の取組はどうか」との質疑に対し、「若年層の人
口減少など消防団を取り巻く環境の変化により、特
に、20代、30代の入団者数が著しく減少している。
若年層の入団を増加させるためには、若い世代が、
消防団を身近なもの、自分事として認識する必要が
ある。そのために、同世代の現役消防団員が出演す
るＰＲ動画を作成し、県の公式動画サイトへ掲載す
るほか、新たに立ち上げた埼玉県消防団ポータルサ
イトに掲載することで、興味を持った方が、ワンス
トップで入団申込みまでできる仕組みとしていく」
との答弁がありました。
　このほか、主な質疑事項として、税務行政におけ
るＤＸの推進、サーキュラーエコノミーの推進、犬
猫の殺処分対策、高度浄水処理施設の整備、埼玉版
流域治水対策、空き家対策の促進、交通安全施設の
整備などについて質疑がありました。
　次に、総括質疑を３月13日に行い、更に慎重な審
査を重ねました。
　以下、論議のありました主なものについて申し上
げます。
　まず、「政策効果がより高い事業を構築するため、
事業の再検証をゼロベースで行い、一般財源ベース
で約43億円の財源確保を図ったとのことである。今
後、義務的経費が増えていく中で、削減できる余地
は、ますます狭くなっていくが、どのように財源を
確保していくのか」との質疑に対し、「見直しの対
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象となる一般財源の総額１兆6,579億円のうち、既
に義務的経費は１兆5,358億円となっており、将来
における削減余地がより狭くなってくると想定しな
ければならない。そのため、まずは政策的に自由に
活用できる財源に対してＥＢＰＭ等を進めていくこ
とが大事だと考えている。また、義務的経費の中で
も、例えばデジタル化等を進めることによって削減
できるものがないか横串を刺して見直してきたとこ
ろである。手法は違うが、政策的に自由に活用でき
る経費と義務的経費の両方を見直していく」との答
弁がありました。
　次に、「ＤＸの今後の方向性について、県内事業
者のＤＸ化への支援が重要だと考える。県庁内はＤ
Ｘ化が進んできたという印象を持っているが、県民
や県内事業者の利便性向上は、これからだと感じる。
埼玉県四半期経営動向調査によると、ＤＸに関心が
ない事業者は20％、分からないと回答した事業者は
29.1％であり、合わせると半数近くの事業者がＤＸ
から取り残されていると思われるが、どう考えるの
か」との質疑に対し、「事業者におけるＤＸへの取
組については、それぞれの事業者が置かれた条件に
よって異なるので、まずは、事業者に対する利便性
を高め、そして、好事例を横展開していくことが必
要と考えている。ＤＸビジョンロードマップの中で
は、令和５年度末では事業者のＤＸへの取組割合を
まだ半数としている。それを少しずつ拡げることが
事業者にとって最も利益を実感できるものになると
考える」との答弁がありました。
　次に、「パートナーシップ・ファミリーシップ制
度について、制度を導入することにより、当事者へ
の励まし、安心感につながる。また、制度導入が起
爆剤となり、各方面に多くの影響や効果を生み出す。
一部では、同性婚を認めると、社会の在り方、価値
観及び家族の在り方が変わってしまうと考える人も
いるが、これは正に当事者に対する人権への配慮を
怠ったものである。このような考えのある社会を変
えていく必要があるのではないか」との質疑に対し、
「パートナーシップ・ファミリーシップ制度という
ものが仮にあるとすれば、それは国において、夫婦
関係あるいは家族の関係等に鑑み法律でしっかりと
規定をするものであり、憲法との関係等で、国にお
いて、しっかりと議論するべきものである。しかし、

権利やそれに関する制度については、県が大いに関
係するところであり、個々に関わる制度については
見直しを進めており、ＬＧＢＴＱの方の権利、そし
て、今後の未来について励ますような形で、あらゆ
ることを行っていきたい」との答弁がありました。
　このほか、主な質疑項目として、スポーツの振興、
障害児者施設整備、子育てファミリー応援事業、自
殺予防対策、新型コロナウイルス感染症の５類感染
症移行に伴う医療体制、ポストコロナに向けた産業
振興、地域医療の充実などについて質疑がありまし
た。
　次に、討論及び採決を３月15日に行いました。討
論では、第１号議案に賛成の立場から、「児童虐待
防止対策では、警察との連携強化、市町村の児童相
談体制の強化を支援するなど県を挙げて取り組む姿
勢について評価でき、いじめや不登校対策では、課
題に対応するためスクールソーシャルワーカー等の
拡充などの取組について評価できることから賛成す
る」。また、「ＬＧＢＴＱへの支援、児童相談所及び
一時保護所の整備、さらに、特別支援学校増築のほ
か、医療的ケア児への対策など、『誰一人取り残さ
ない』を掲げ、就任以来取り組んできた知事の姿勢
にふさわしいものと評価し賛成する」との討論があ
りました。そのほか、第８号議案及び第21号議案に
ついても賛成の立場から討論がありました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました議案21件について採決いたしましたとこ
ろ、いずれも総員をもって原案のとおり可決すべき
ものと決した次第であります。
　その後、附帯決議が提案されました。「『第１号議
案令和５年度埼玉県一般会計予算』については、新
型コロナウイルス感染症が５類感染症へ移行される
ことに伴い、約３年間続いたコロナ禍での社会生活
は新たな局面を迎えるが、ロシアのウクライナ侵略
に起因する物価高騰等によって、財政運営には大き
な懸念がある。こうした先行き不透明な社会情勢の
中、正に持続可能な誰一人取り残さない社会の構築
が不可欠であるが、政策の実効性に懸念を抱かざる
を得ない事業が散見された。ついては、事業の必要
性や執行方法について十分検討し、適切な対応を求
めるものである。
　第一に、県証紙廃止後の収納については、コスト
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が増大しているとともに、利用者の真の利便性を踏
まえているとは言えない。未来像を見据えてバック
キャスティングの発想で確実に進めること。
　第二に、県庁舎の再整備に当たっては、他の拠点
整備に影響を与えることのないよう早期に目標期限
を定めること。
　第三に、大宮公園陸上競技場兼双輪場については、
老朽化により陸上競技場としての機能は既に喪失し
ているとともに今後のコストの増大が明らかであり、
大宮スーパー・ボールパーク構想の阻害要因となっ
ている。大宮公園陸上競技場兼双輪場の使用期限を
明確にするとともに、民間資金・ノウハウを活用し
た施設整備を前提に検討し、それらを活用できない
場合は一場体制も視野に期限を決めて検討すること。
　第四に、性の多様性を尊重した社会づくりの推進
のため、県として、電子申請等の当事者が利用しや
すいパートナーシップ及びファミリーシップ届出制
度の導入を検討すること。
　第五に、埼玉版スーパー・シティプロジェクトの
目指すコンパクトで持続可能なまちづくりについて、
明確な将来像を示すこと。また、参加市町村に対す
る支援の在り方について検討すること。
　第六に、子育てファミリー応援事業については、
当事者目線と物価高の現状も踏まえつつ、県民の
ニーズも多様であることから子育て世帯に対する支
援を効果的に行うため、現金給付を検討するととも
に支給額の増額を検討すること。
　第七に、保育人材の確保に向けて、月例給与に対
する県単独の上乗せ補助を検討すること。また、奨
学金返済支援等を拡充すること。
　第八に、乳幼児医療費助成制度について、子育て
世帯の経済的負担軽減、市町村の財政的負担軽減の
観点から、助成対象年齢の引上げと所得制限の撤廃
について検討すること。
　第九に、埼玉県コバトン健康マイレージ事業につ
いては、医療費抑制効果と健康寿命の延伸について、
調査及び検証結果を明らかにした上で、市町村移管
を行うとともに経過を把握すること。
　第十に、埼玉県物産観光協会（ＤＭＯ）の職員採
用にあたり、県は世界に通用する取組強化のため、
知見と実績を有する人物を採用できるよう支援する
とともに、能力が発揮できる環境を整えること」

　以上の内容であります。続いて、質疑並びに附帯
決議に反対の立場から討論があり、採決いたしまし
たところ、多数をもって附帯決議を付すことに決し
た次第であります。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

　自然再生・循環社会対策特別委員会における審査
経過の概要について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「自然環
境の保全・再生、地球温暖化・省エネルギー対策、
廃棄物の処理及び資源循環社会の形成に関する総合
的対策」でありますが、今回は、「脱炭素社会の実
現に向けた取組と自然環境の保全・再生について」
審査を行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を
受け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「地球温暖化対策実行計画について、温室
効果ガス排出量削減の中間目標を設定した意義や目
的は何か。また、2030年度の削減目標を、これまで
と比べ高く設定しているが、この目標の達成に向け
て、どのように取り組んでいくのか」との質問に対
し、「地球温暖化は2030年あるいは2050年を見据え
た中長期的な課題である。同実行計画の期間が長期
にわたることから、計画の実効性を高めるために、
2026年度の中間目標を設定した。その目標を達成す
るために、目標設定型排出量取引制度などの取組を
引き続き行っていく。これに加えて、『埼玉版スー
パー・シティプロジェクト』などによる持続可能な
まちづくりや、環境への取組が企業の収益にもつな
がるサーキュラーエコノミーへの移行など、カーボ
ンニュートラルの実現に向けた社会変革につながる
ような施策に取り組んでいく」との答弁がありまし
た。
　次に、「ニホンジカの狩猟の担い手育成のため、

自然再生・循環社会対策
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どのように普及啓発をしていくのか。また、銃を
使った事件の防止のため、銃所持者がどのような人
物か確認する必要があると考えるがどうか」との質
問に対し、「現在の捕獲ペースを維持するため、都
内から近く、利便性が高いことをアピールするなど、
特に若い世代への普及啓発を進める方法を検討して
いきたい。また、銃の所持に関しては、銃の所持許
可を行う公安委員会とも連携を深めるとともに、狩
猟の習熟度別研修の中でマナーアップを図るなど、
しっかりと取り組んでいきたい」との答弁がありま
した。
　次に、本委員会の付託案件について、１年間の審
査を踏まえて決定した本委員会としての意見・提言
の主なものについて申し上げます。
　まず、河川の水質保全の推進について、「生活排
水処理施設の整備や合併処理浄化槽への転換と下水
道普及の促進を更に図るようにすること」。
　農林業・農山村の循環型社会への貢献について、
「山主、伐採業者、製材業者、工務店に単に財政支
援をするだけでなく、互いにリンクして情報共有し、
それぞれが経営感覚を持てるように県が全力でサ
ポートすること」。
　資源循環社会づくりについて、「埼玉県プラス
チック資源の持続可能な利用促進プラットフォーム
については、国、県、市町村、事業者、消費者それ
ぞれが連携し一体的に取り組めるよう推進していく
こと」「太陽光パネルのリユース・リサイクルに関
し、県外自治体との連携を図り、適切に実施できる
体制を整えること」。
　脱炭素社会の実現に向けた取組と自然環境の保
全・再生について、「土砂崩れの危険性も踏まえ、
環境保全のための森林法の改正やアセスメントの改
善をすること」などであります。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
本委員会の付託案件につきましては、なお調査検討
すべき課題も残されておりますが、一応、今回を
もって審査を打ち切ることに決した次第であります。
　以上で、本委員会の報告を終わります。

　地方創生・行財政改革特別委員会における審査経
過の概要について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「地方創
生・ＳＤＧｓの推進、魅力ある地域づくり、行財
政・職員の働き方改革及び情報技術の活用並びにＤ
Ｘの推進に関する総合的対策」でありますが、今回
は、「行財政・職員の働き方改革について」審査を
行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を
受け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「男性職員の育児休業について、取得期間
が２週間以上１か月以下の職員が最も多く、全体の
46.9％を占めるとのことだが、より長期に取得でき
るよう助言等をしているのか」との質問に対し、
「所属の管理職と面談の機会を設け、家庭の状況や
取得期間の希望を確認した上で、長期の取得を促し
ている」との答弁がありました。
　次に、「ＡＩチャットボットの『埼玉コンシェル
ジュ』が本年３月末で終了するとのことだが、ＡＩ
にどのような限界があり終了を決断したのか。また、
これまでに蓄積されたデータはどうなるのか」との
質問に対し、「アクセス数の半分以上が勤務時間外
のため、24時間対応できたことなどについて、一定
の効果はあったと考える。しかし、新しい質問に対
応できないという限界があった。蓄積された『Ｑ＆
Ａデータ』などは、県のホームページで活用するな
ど、県の財産として引き継いでいく」との答弁があ
りました。
　次に、「優秀な人材を確保するためには、職員の
給与が重要であると考えるが、どうか」との質問に
対し、「地方公務員の給与は、人事委員会の勧告に
基づき決定しているため、人事委員会と問題意識を
共有していきたい」との答弁がありました。

地方創生・行財政改革
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　次に、本委員会の付託案件について、１年間の審
査を踏まえて決定した、本委員会としての意見・提
言の主なものについて申し上げます。
　まず、地方分権改革については、「提案募集制度
について、５か年計画の視点を取り入れて提案を募
集するなど、本制度を職員の意識や意欲の向上の一
助とすること」。
　次に、地方財源の確保対策については、「インフ
ラ修繕費、急速な高齢化に伴う社会保障関連費の急
増に対応するため、ネーミングライツの検討、未利
用財産の活用・売却、企業版ふるさと納税の増加策
を計画的に強く推進すること」。
　次に、情報技術の活用・ＤＸの推進については、
「県はもとより、市町村のデジタル化が進んでこそ、
県民への行政サービスが向上するので、一層の市町
村支援を図ること」。
　次に、行財政・職員の働き方改革については、
「男性職員の育児休業等取得促進について、長期の
休業等が取得できるように、職員とよく相談すると
ともに、制度を整えること」などであります。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
本委員会の付託案件につきましては、なお調査検討
すべき課題も残されておりますが、一応、今回を
もって審査を打ち切ることに決した次第であります。
　以上で、本委員会の報告を終わります。

　公社事業対策特別委員会における審査経過の概要
について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「公社事
業の経営・見直しに関する総合的対策」であります。
　今回は、「公社における改革の取組について」の
審査対象公社として、「公益財団法人いきいき埼玉」、
「公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団」及び「社
会福祉法人埼玉県社会福祉事業団」の審査を行いま
した。

　審査に当たりましては、執行部及び各公社から詳
細な説明を受け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、公益財団法人いきいき埼玉について、「県
民活動総合センターの利用者数の大幅な減少は新型
コロナウイルス感染症の影響によるものと思われる
が、利用者数の回復に向けてどのように取り組んで
いるのか」との質問に対し、「コロナ禍でイベント
や事業が実施できなかったことが利用者数の減少の
大きな原因である。今後は、これまで利用があった
企業や団体への営業に加え、新たな利用者の開拓を
行いながら、より魅力的なイベントや事業を開催す
ることで、多くの県民の方に活用していただける施
設としていきたい」との答弁がありました。
　次に、公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団につ
いて、「新たな芸術監督が就任したことによって、
彩の国さいたま芸術劇場はどのように変わっていく
のか」との質問に対し、「令和２年度から議論を行
い、当財団のミッションとして『Ａｒｔ　ｆｏｒ　
Ｌｉｆｅ　―すべての人生に芸術を―』を定めた。
令和４年度に新たに就任した近藤良平監督の自由さ
や人脈の広さはこのミッションの達成に適任であり、
期待している。令和５年度以降は、監督自らが県内
各地に赴き、それぞれの地域の文化や地域の方々と
コラボレーションができないか模索していきたい」
との答弁がありました。
　次に、社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団につい
て、「児童養護施設卒園児童の進学率及び就職率は
年度によってばらつきがある。進学を希望する児童
は確実に進学ができているのか」との質問に対し、
「児童と職員との面談に当たっては、児童の生育歴
や家庭環境もよく見て、将来を丁寧に見極めながら
進路の方向性を決めている。現時点では、児童本人
が希望した進路に確実に進むことができている」と
の答弁がありました。
　次に、本委員会の付託案件について、１年間の審
査を踏まえて決定した本委員会としての意見・提言
の主なものについて申し上げます。
　まず、公益財団法人埼玉県産業振興公社関連とし
て、「原材料の価格高騰について、国・県・市町村
において対策の取組が進んでいるところであるが、
埼玉県産業振興公社も、具体的な原油・原材料の価

公社事業対策

 特別委員長報告

委員長　新　井　一　徳
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格高騰への対策を推進して、県内中小企業や小規模
事業者への支援を更に強化していくこと」。
　次に、埼玉県道路公社、株式会社さいたまリバー
フロンティア及び公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調
査事業団関連として、「委託業務を発注する際は、
県内企業に配慮した発注形式とすること」。
　次に、埼玉高速鉄道株式会社関連として、「埼玉
高速鉄道の延伸に関しては、県、市、埼玉高速鉄道
株式会社の垣根を越えて、協力体制を組み上げるこ
と」。
　次に、社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団関連と
して、「児童養護施設を巣立つ若者への支援を一層
強めること」などであります。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
本委員会の付託案件につきましては、なお調査検討
すべき課題も残されておりますが、一応、今回を
もって審査を打ち切ることに決した次第であります。
　以上で、本委員会の報告を終わります。

　少子・高齢福祉社会対策特別委員会における審査
経過の概要について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「少子･高
齢社会、地域医療、障害者並びにシニアを含めた人
材活用に関する総合的対策」でありますが、今回は、
「子育て支援について」及び「児童虐待防止対策に
ついて」審査を行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を
受け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「令和４年４月から不妊治療について保険
適用されることとなったが、男性に要因がある不妊
も多いと聞く。男性の不妊について現状を把握して
いるのか。また、男性の不妊についてどのように周
知しているのか」との質問に対し、「ＷＨＯの調査
によると、不妊の要因のうち、約50％が男性側にあ

ると報告されている。県では、男性の不妊治療を周
知するため、男性不妊治療の経験がある著名人の特
別講座を県内の高等学校や大学で開催した。また、
若い世代へ妊娠・不妊に関する正しい知識を普及・
啓発するため、県内の高校２年生全員に冊子を配布
した」との答弁がありました。
　次に、「児童虐待の通告について、警察と児童相
談所との連携が適切に図られていない事案がある。
現実の動きを想定し、迅速に対応できる体制づくり
に力を入れていくべきと考えるが、いかがか」との
質問に対し、「現場レベルにおいて、関係機関との
連携を充実させるためには、各機関の取組を具体的
に把握することが重要である。円滑な連携体制を担
保するために、関係機関と意見交換を行いながら
しっかりと取り組んでいく」との答弁がありました。
　次に、本委員会の付託案件について、１年間の審
査を踏まえて決定した本委員会としての意見・提言
の主なものについて申し上げます。
　まず、障害者の自立支援について、「医療的ケア
児の支援について、全市町村に医療的ケア児等コー
ディネーターの配置を早急に進め、県民ニーズに応
えられる体制を整備すること」。
　次に、地域医療について、「災害医療及び救急医
療では、同じ病気やけがでも医療サービスを受ける
地域によって助かる命と助からない命となってはい
けない。一刻も早く地域の格差をなくすこと」。
　次に、高齢者への支援について、「必要となる介
護職員数を確保するため、介護職員の処遇改善に向
けた対策に努めること」。
　次に、子育て支援について、「不妊の要因につい
て約半数は男性にあるため、男性要因の不妊がある
こと及び男性の不妊治療について、周知、広報をす
ること」などであります。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
本委員会の付託案件につきましては、なお調査検討
すべき課題も残されておりますが、一応、今回を
もって審査を打ち切ることに決した次第であります。
　以上で、本委員会の報告を終わります。

少子・高齢福祉社会対策

 特別委員長報告
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　経済・雇用対策特別委員会における審査経過の概
要について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「中小企
業の振興、先端産業の推進、企業誘致及び働き方改
革の推進を含めた雇用に関する総合的対策」であり
ますが、今回は、「企業誘致と先端産業の推進につ
いて」審査を行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を
受け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「先端的な研究開発には多くの時間と資金
を要する。県の補助事業終了後はどのように支援を
していくのか」との質問に対し、「先端産業の研究
開発には時間がかかるため、フォローアップが重要
である。そこで、複数年にわたる研究開発に取り組
む事業者に対しては、必要に応じて国等の各種助成
の獲得支援などを行っている。さらに、今年度から
は、補助金採択企業に対する伴走支援を始めた。補
助事業終了後も構築した関係を生かし、更なる機能
向上や、必要な補助金の獲得、販路の開拓など、企
業の実情に合った柔軟な対応をしていきたい」との
答弁がありました。
　次に、「企業誘致について、他県との競争も激し
い中、本県の優位性を考える必要がある。流通関係
の企業が産業用地を高価格で購入していく状況があ
るとも聞いている。製造業を誘致し雇用を創出した
いという地元の要望や地元で起業した方に立地して
もらいたいという考えもある。それらを踏まえた調
整が必要ではないか」との質問に対し、「市場価格
の中での取引となるため、対応が難しい部分もある
が、バランスは必要である。『エントリー＆オー
ダーメイド方式』の採用、地区計画の調整や企業募
集における地元企業の優先枠の設定など、特定の分
野の企業に偏りが出ないよう産業団地の供給に努め

ていきたい」との答弁がありました。
　次に、本委員会の付託案件について、１年間の審
査を踏まえて決定した本委員会としての意見・提言
の主なものについて申し上げます。
　まず、埼玉県経済の動向と経済・雇用対策につい
て、「返済については、事業者からの相談に対して、
きめ細やかに対応すること」。
　次に、中小企業の振興について、「キャッシュレ
ス端末の導入推進に当たっては、キャッシュレス決
済事業者自身の営業努力の分野、事業者自身の経営
判断など役割分担を十分に意識し、事業展開を検討
すること」。
　次に、雇用対策と働き方改革の推進について、
「女性の就職支援について、潜在的求職者に向けて、
更に求職活動の場を多様に提供し、就職から定着ま
での支援を行うこと」。
　次に、企業誘致と先端産業の推進について、「産
業団地の確保については、庁内横断的に検討し、特
に食料自給に向けての農地とのバランスを確保しつ
つ、経済効果の高い県土利用を図ること」などであ
ります。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
本委員会の付託案件につきましては、なお調査検討
すべき課題も残されておりますが、一応、今回を
もって審査を打ち切ることに決した次第であります。
　以上で、本委員会の報告を終わります。

　危機管理・大規模災害対策特別委員会における審
査経過の概要について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「大規模
災害等に係る応急・防災対策及び災害支援に関する
総合的対策」でありますが、今回は、「消防力の充
実・強化について」審査を行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を
受け、その後、質疑を行いました。

経済・雇用対策

 特別委員長報告

委員長　荒　木　裕　介

危機管理・大規模災害対策

 特別委員長報告
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　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「消防団への従業員の加入を推進している
事業者に対して、県としてインセンティブは設けて
いるのか。また、道路交通法改正により、平成29年
３月以降に普通自動車免許を取得した場合、3.5ト
ン以上の消防ポンプ車を運転するためには、準中型
免許の取得も必要となった。若者の入団促進として、
当該免許取得への支援は行っているのか」との質問
に対し、「県では、建設工事入札参加資格審査にお
いて、市町村長から消防団協力事業所として認定さ
れた企業への加点を行っている。また、消防団員の
準中型免許取得補助は県内21の自治体で実施されて
いる。県としても補助を行う自治体を支援する補助
制度を創設するとともに、補助制度がない自治体へ
導入を働き掛けていきたい」との答弁がありました。
　次に、「埼玉県消防学校の初任教育について、希
望どおりに職員が教育を受けられない状況が続いて
いる。施設のキャパシティ不足や老朽化等も踏まえ、
消防学校における教育の中長期的な在り方について、
どのように考えているか」との質問に対し、「今後
の教育訓練の在り方について、消防本部も参加する
検討部会を設置し協議をしているところである。
ハード面など中長期的な課題についても、検討部会
での議論を踏まえ、できる限り速やかに検討してい
きたい」との答弁がありました。
　次に、本委員会の付託案件について、１年間の審
査を踏まえて決定した本委員会としての意見・提言
の主なものについて申し上げます。
　まず、災害に強い県土づくりについて、「埼玉県
川の防災情報について、ウェブサイトのリニューア
ルを周知するとともに、更なる効果的な発信に努め
ること」。
　次に、大規模災害時の対応について、「市町村情
報連絡員と市町村の危機管理担当との連携は重要で
あることから、市町村の防災訓練などに積極的に参
加し、顔の見える関係を作っていくこと」。
　次に、災害や危機への対応力向上に向けた取組に
ついて、「県民参加型の実践的な帰宅訓練の実施に
向け、具体的な検討を進めること」。
　次に、消防力の充実・強化について、「従業員の
消防団加入について、団体や企業に更なるインセン
ティブを設けることを検討し、加入促進につなげる

こと」などであります。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
本委員会の付託案件につきましては、なお調査検討
すべき課題も残されておりますが、一応、今回を
もって審査を打ち切ることに決した次第であります。
　以上で、本委員会の報告を終わります。

　人材育成・文化・スポーツ振興特別委員会におけ
る審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されております案件は、「人材育成、
教育改革、文化及びスポーツの振興に関する総合的
対策」でありますが、今回は、「文化の振興につい
て」審査を行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を
受け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「埼玉県文化振興基金伝統芸能サポートは、
令和４年度に８件助成したとのことだが、助成対象
となる国、県又は市町村指定の無形民俗文化財の保
存継承団体は幾つあり、どのように交付決定してい
るのか。また、対象団体への周知は、どのように
行っているのか」との質問に対し、「対象は365団体
であり、毎年募集を行った上で交付決定している。
周知については、彩の国だよりやホームページに掲
載するとともに対象団体にチラシを配布している」
との答弁がありました。
　次に、「彩の国さいたま芸術劇場は、『日本で公演
するならこの劇場』と世界から評価され、これまで
たくさんの公演を行い、実績を積んできた。大規模
改修工事後はどのような点に留意して世界に発信し
ていくのか」との質問に対し、「大規模改修工事に
より、照明や音響、舞台機構が改修され、演出の幅
が広がり、更に芸術性の高い舞台作品の提供が可能
となる。リニューアルされた芸術劇場では、蜷川幸
雄前芸術監督のレガシーを引き継ぐとともに、新た

人材育成・文化・スポーツ振興

 特別委員長報告
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に近藤良平芸術監督による独自の展開を加え、世界
に誇れる芸術性の高い作品の創造・発信に取り組ん
でいく」との答弁がありました。
　次に、本委員会の付託案件について、１年間の審
査を踏まえて決定した本委員会としての意見・提言
の主なものについて申し上げます。
　まず、教育改革について、「子供たちがＩＣＴを
毎日使うことと学力に関するエビデンスについて、
早期に専門家と連携し、市町村や県立学校で生かす
こと」。
　次に、グローバル人材の育成について、「今後の
事業の実施に当たっては、グローバル人材について
の本質的認識と整合性が図れるものであるよう、そ
の位置付けを明確にして進めること」。
　次に、スポーツの振興について、「アスリートの
発掘及び育成支援体制に関する課題を解決し、更な
る強化を図ること」。
　次に、文化の振興について、「文化芸術で地域の
活性化を図るとともに、経済の好循環を創出するこ
と」などであります。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
本委員会の付託案件につきましては、なお調査検討
すべき課題も残されておりますが、一応、今回を
もって審査を打ち切ることに決した次第であります。
　以上で、本委員会の報告を終わります。

　新型コロナウイルス感染症対策特別委員会におけ
る審査経過の概要について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「新型コ
ロナウイルス感染症対策等に関する件」であります
が、今回は、「現下の新型コロナウイルス感染症対
策について」審査を行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を
受け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。

　まず、「感染症法における新型コロナウイルス感
染症の５類感染症への変更により、何が変わるのか
不安を感じる県民が少なくない。変更後の医療提供
体制等について、国が方針を示した時点で県民に分
かりやすく周知していく必要があると考えるが、ど
うか」との質問に対し、「県民や医療現場が混乱す
ることなく、円滑に５類感染症への変更となるよう、
今のうちから準備を進めていく。国の方針が示され
次第、ホームページやＳＮＳ等、様々な機会を捉え
て、県民目線に立ち、丁寧に説明していきたい」と
の答弁がありました。
　次に、「特別支援学校におけるスクールバスの新
型コロナウイルス感染対策について、５類感染症へ
の変更により、今後どのように取り組んでいくの
か」との質問に対し、「現在、車内の過密状況を緩
和し、登下校時の感染リスクを低減させるために、
一定以上の乗車率になった場合にスクールバスを増
便させている。令和５年度も国の財源を活用し、引
き続き実施していく」との答弁がありました。
　次に、「文部科学省の黙食緩和方針に基づき、県
からも通知を発出して黙食緩和に向けて取り組んで
いるが、本年４月１日からの対応はどうか。また、
黙食への対応は、学校ごとにかなり温度差があると
聞くが、今後どのように対応していくのか」との質
問に対し、「本年４月以降のマスク着用を求めない
方針を踏まえ、文部科学省により衛生管理マニュア
ル等の改定が行われる見込みである。コロナ禍以前
の状態を目指すことを基本とし、国の対応等を踏ま
えながら、児童生徒や保護者へ周知していく。また、
黙食については、市町村教育委員会が各学校の状況
を把握する動きもあるため、県として、市町村と連
携していく」との答弁がありました。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
本委員会の付託案件につきましては、なお調査検討
すべき課題も残されておりますが、一応、今回を
もって審査を打ち切ることに決した次第であります。
　以上で、本委員会の報告を終わります。

新型コロナウイルス感染症対策

 特別委員長報告
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